
邑楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項 
 
１．目的 
農業委員会等に関する法律に基づき、邑楽町農業委員会の農地利用最適化推

進委員を募集する。 
 
２．業務概要 
農業委員会が定めた区域において、農地等の利用の最適化の推進に向けて主

に以下の現場活動を行います。 
①担い手への農地の集積・集約化に向けた活動 
②遊休農地の発生防止・解消に向けた活動 
③新規参入の促進のため活動 
④その他、地域の農業振興に向けた活動 
これらの推進のために、地域で話し合いや農地利用状況の調査（農地パトロー

ル）などの活動を行う予定です。具体的には、「農地利用最適化の推進に関する

指針」に基づき活動します。また、推進委員は、その担当する区域内における農

地等の利用の最適化の推進について、農業委員会総会等に出席して意見を述べ

ることができます。 
 
３．任期 
農業委員会が委嘱した日～令和１１年７月１９日 

 
４．身分及び報酬 
邑楽町の特別職の非常勤職員として、月額１５，０００円 

 
５．募集人数 
１５人（各区域毎に１人） 

 
 
 
 
 

 



６．推薦又は応募する区域 
 

 
 
７．推薦を受ける方又は応募できる方の資格（応募資格） 
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方で、担当する区域内に

おいて、農地等の利用の最適化の推進のための活動ができ、次のいずれにも該当

する方とします。 
①町内に住所を有する方 
②町の職員でない方 

※次に該当する方については、募集に応じる資格がありませんのでご注意くだ

さい。 
①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方 
②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの方 
③町税に滞納がある方 

 
 
 

 担当区域名 担当区域の範囲

 第１区域 下中野、前谷・東原、横町・化楽、天王・元宿、 
上・下・西宿及び前・瀬戸宿

 第２区域 前原、十三坊塚及び谷中・蛭沼

 第３区域 千原田・向地、大根村・琵琶首及び藤川

 第４区域 鶉上、鶉下及び鶉新田

 第５区域 光善寺、水立・大黒、新中野及び明野

 第６区域 秋妻

 第７区域 一本木

 第８区域 渋沼及び住谷崎

 第９区域 石打

 第 10 区域 上・中・下坪谷

 第 11 区域 西ノ根宮内中島

 第 12 区域 馬場・大林及び上・下寺中

 第 13 区域 十三軒及び古家・十軒

 第 14 区域 店・高原及び本郷・江原

 第 15 区域 大谷端・宿・赤東及び開拓 



８．推薦及び応募に係る手続等 
所定の推薦書又は応募書に必要事項を記入の上、提出してください。 
①町内に住所を有する農業者その他関係者が推薦する場合（別記様式第１号） 
②農業者が組織する団体からの推薦の場合（別記様式第２号） 
③応募（自薦）の場合（別記様式第３号）自ら記入してください。 

※推薦者は町内在住及び町内に所在する法人又は団体に限ります。 
 
９．募集の期間 
令和８年１月２６日（月）午前８時３０分から令和８年２月２７日（金）午後

５時１５分までに、邑楽町農業委員会事務局又は邑楽町農業振興課に推薦書若

しくは応募書を持参又は郵送により提出してください。 
※持参される場合は、土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律（昭和２８

年法律第１７８号）」に規定する休日に提出することはできません。 
※郵送される場合、２月２７日（金）必着です（消印有効ではありません）。 
※期間終了後、募集人数に満たない場合は、募集期間の延長をします。この場合

は、邑楽町のホームページで公表します。 
 
10．情報の公表 
推薦者、被推薦者及び応募者に関する情報は、募集期間の中間（２月中旬）と

期間の終了後（３月上旬）に邑楽町のホームページで公表します。 
公表内容は、推薦書及び応募書に記載された住所、電話番号及び生年月日以外

のすべてとなります。 
 
11．選考方法、結果及び委嘱 
募集人数が定数を超えた場合など、邑楽町農地利用最適化推進委員候補者評

価委員会において候補者の活動歴等の評価・審査を行い候補者を選考し、農業委

員会より委嘱します。選考結果は、委嘱後に邑楽町ホームページで公表します。 
 
12．記入上の注意 
推薦書及び応募書の記入にあたっては、次のことに注意してください。 
「経歴」、「農業経営の状況」、「推薦（応募）理由」はできるだけ詳しく記入し

てください。枠内に記入できない場合は、別紙で提出してください。「経歴」欄

には、農業に関連する経歴を記入してください。 
 
 
 



13．その他 
①提出された書類は、一切返却いたしません。 
②追加の提出書類や説明を求める場合があります。 
③ご不明な点等は、書類の作成、提出の前にお問い合わせください。 
④提出する書類が２枚以上の場合は、ホチキス止めしてください。 

 
問合わせ・提出先 

邑楽町農業委員会事務局 

邑楽町農業振興課 

〒３７０－０６９２ 
邑楽町大字中野２５７０－１ 
電　話：０２７６－８８－５５１１ 

ＦＡＸ：０２７６－８８－３２４７ 

 
  
 


